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　清瀬市は、これまで社会構造の変化に対応して公共施設などを整備してきましたが、社会経済状況や市民ニーズの変化にあたり、その役割やあり
方を見直す時期にあります。また、人口減少や施設の老朽化に直面し、今後このまま維持していくことが難しいことから、市が保有する公共施設の
配置状況や総量についても再検討する必要が出てきました。そこで市は、公共施設などのあり方を財源的な問題も含め、横断的に検討し、管理に関
する基本的な方針を示した「公共施設等総合管理計画」を、平成28年度中に策定することとしました。
　今回は、管理計画策定の前提として作成した『公共施設白書』から、市の人口や財政、公共施設などの状況をご紹介します。（※本記事の数値は平
成28年2月に作成した『公共施設白書』に基づいているため、最新データとは異なる場合があります）　 　問合せ　企画課企画調整担当☎497・1802

公共施設のあり方を考えるにあたって～市の状況と今後の見通し
＃1　人口の状況と今後の見通し

＃２　財政の状況と今後の見通し

＃３　公共施設の整備状況
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　清瀬市の人口はこれまで増加傾向で推
移してきましたが、「国立社会保障・人
口問題研究所」によれば、今後は減少傾
向に転じると推計されています。
　また年齢階層別にみると、平成27年か
ら平成52年までの間に生産年齢人口（15
～64歳）が約26㌫減少するのに対し、老
年人口（65歳以上）は約20㌫増加すると
推計されており、一層の少子高齢化が進
んでいくものと予想されます。
　このような人口減少・年齢階層の将来
推計に基づいて、今後必要となる公共施
設の配置状況を考えることが必要です。

①歳入

　平成26年度の歳入総額は約299.5億円で、増加
傾向で推移してきました。
　市税が歳入総額に占める割合について、平成26
年度の多摩26市の平均は約47㌫ですが、本市は約
31㌫と低い水準となっています。
　今後は、生産年齢人口の減少に伴い市税が減収
となるため、財政状況が一層厳しくなっていくこ
とが予想されます。
②歳出

　平成26年度の歳出総額は約291.5億円で増加傾
向であり、そのうち、義務的経費（※）が約57㌫
を占めています。
　義務的経費が歳出総額に占める割合について、
平成26年度の多摩26市の平均は約50㌫ですが、本
市は約57㌫と高い水準となっています。
　今後は、老年人口の増加に伴い社会福祉を目的
とした扶助費を含む義務的経費がさらに増加して
いくと予想されます。

①建物系施設の整備状況

　市が所有する公共施設などのうち、公
園や小学校、体育施設などの「建物系施
設」は247施設あります。施設数では公
園が約50㌫、児童福祉施設が約8㌫を占
めています。
　敷地面積では61.8万平方㍍のうち公園
が約24㌫と最も多く、次いで小学校が約
21㌫を占めています。
　施設の延床面積では総延床面積15.7万
平方㍍のうち小学校が約31㌫と最も多く、
次いで中学校が約20㌫を占めています。

歳入の推移 歳出の推移

※義務的経費とは……歳出のうち、その支出が義務付けられ任意
に削減できない経費のことで、人件費、扶助費、公債費の合計額
です。

施設数
247施設

高齢者福祉
施設 6％

児童福祉
施設 8％

その他
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公園
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敷地面積
61.8万㎡

公園
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小学校
21％

体育施設
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中学校
13％

その他
25％

市が所有する公共施設の各割合

②建物の老朽化と耐震化の状況

　市では、所有建物の約70㌫が昭和60年までに建築され
ました。これらの建物は築後30年以上を経過しており、
老朽化の問題を抱えています。今後も安全かつ快適に使
用していくためには、改修や建替えなどの対策が必要と
なります。
　特に、建物の耐震性能に関して、耐震診断を実施した
結果、市役所本庁舎（昭和48年建築）は大規模な地震に
よる倒壊の可能性があると診断されており、安全性を確
保するため、現在、建替えを計画しています。
　小中学校をはじめ、その他の耐震性能の低い施設は耐
震化を終了しています。

　市が所有する公共施設などを維持するために必
要となる更新・大規模改修費用は、今後40年間の
総額で913.5億円と推計され、平均すると年間22.8
億円もかかることになります。これは本市が捻出
できる充当可能財源（※）である13億円を、9.8億
円超過しています。
　更に、今後は市税の減収や扶助費の増加により
公共施設などの維持に充当できる財源の確保が難
しくなることからも、適切な公共施設のあり方を
検討する必要があります。

策定までの工程（予定）

▪11月16日㈬　基調講演会「公共施設等総合管理　
　計画（素案）について」場所：アミューホール
▪平成29年1月　市民説明会・パブリックコメント
▪平成29年3月　計画策定

これからの
あり方について

の

新耐震基準

34.6％

65.4％

未実施

5.3％

不要・改修済み

94.7％

耐震基準（※）の状況
旧耐震基準で建築された建物における

耐震改修の実施状況

種別 整備量
道路（一般道路） 172,311m

橋りょう 3,353㎡
下水道 176,933m
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＃4　将来の更新・大規模改修に要する費用
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今後40年間にかかる更新・大規模改修に要する費用の推計(百万円)

将来更新費用 22.8億円/年

充当可能財源 13.0億円/年

将来更新費用総額 913.5億円（40年間）

下水道 建築物橋りょう 道路
床面積

15.7万㎡

文化施設
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駐車場・駐輪場
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中学校
20％

小学校
31％

児童福祉施設
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その他
25％
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　『公共施設白書』で明らかになった市の公共施設の実態を
もとに、既存の公共施設などの安全性や機能性を高めるとと
もに、今後の市民ニーズや求められる公共施設などの配置状
況、財政のバランスなどを多角的に分析したうえで『公共施
設等総合管理計画（基本方針編）』を策定していきます。

公共施設 『公共施設白書』からわかる市の状況をお知らせします

③インフラ系施設の整備状況

　市が管理する「インフラ系施設」には道路・橋りょう・下水道があり
ます。更新時期を迎えているインフラ系施設はまだありませんが、建物
系施設と同様に、老朽化の状態に応じ
た適切な改修や耐震化、長寿命化を推
進していく必要があります。（上水道
は東京都水道局が管理しています）

きよせ市報　平成28年09月15日号きよせ市報　平成28年09月15日号

本庁舎の外壁などに入っているヒビの様子。大規模な地震が発生すれば倒壊の可能性もあると
診断されており、現在、新庁舎への建て替えを計画しています。

　　
現在の状況だと、
1年あたり

9.8億円
も不足しています！

インフラ系施設の種類と整備量

　　
安全性を確保し、

また機能面でも現在のニ
ーズに対応できるよう、

本庁舎は建て替え
の計画が進んでいます

　
旧耐震基準で
建築された建物
は、ほとんどが

耐震改修不
要または改修
済みです

POINT

POINT

POINT

　
人口や年齢

階層の今後の予想
に基づいて、公共施設のあり方を
検討していくことが重要

です

POINT

下水道事業では、雨水管の整備などを
順次行っています。

道路などのインフラ設備は、
状況に応じた改修を行っています。

　　
人口推移ととも
に、予想される財
政状況も考慮して、
公共施設の今後を
検討します

POINT

※充当可能財源……市の直近３か年における工事請負費等の決算　
　　　　　　　　　額から算出しました。

※耐震基準……耐震性能について建築基準法等に定められた基準のことで、昭和56年6月
　　　　　　　の改正以前の基準で建築確認を受けた建物を旧耐震基準建物といいます。


